
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
…
…
…
…
四

要
旨
の
公
表

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

三
月
二
十
七
日

号
外
第
十
三
号

火　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

宮
　
川
　
典
　
子

奥
　
秋
　
　
　
保
　

山
梨
市
小
原
西
一
〇
二
七
│
六
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

一
月
四
日

二
月
二
十
三
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

衆
議
院
議
員

治
団
体

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

中
　
谷
　
真
　
一

大
橋
　
　
庸

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
五
五
六
│
一
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

三
月
二
日

三
月
二
日

な
か
た
に
真
一
を
支
え
る
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員

中
谷
　
真
一

衆
議
院
議
員

関
係
政
治
団
体
か
つ
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

赤
　
池
　
誠
　
章

赤
　
池
　
　
　
修
　

甲
府
市
中
央
一
│
一
│
一
一
│
２
Ｆ
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

三
月
一
日

三
月
九
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
ふ
る
さ
と
振

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

興
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

衆
議
院
議
員

治
団
体

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

金

丸

正

幸

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

山
梨
県
電
気
工
事
政
治
連
盟

旧
　

井
　
出
　
　
　
隆

五
月
二
十
七
日

二
月
十
七
日

新
　

長
谷
川
　
　
孟

岡
　
部
　
公
　
史

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

岡
部
幸
善
後
援
会

旧
　

白
　
倉
　
信
　
男

岡
　
部
　
武
　
光

一
月
十
六
日
　

二
月
二
十
二
日

新
　

甲
府
市
羽
黒
町
一
五
六
一
│
五

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

正
友
会

旧
　

甲
府
市
富
士
見
一
│
一
二
│
一
二
　
小
泉
ビ
ル
一
〇
四

四
月
三
十
日
　

二
月
二
十
二
日

新
　

武
藤
留
美
子

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

朝
進
会

旧
　

武
　
藤
　
周
　
二

十
二
月
一
日
　

二
月
二
十
三
日

新
　

宮
川
典
子
後
援
会
　

山
梨
市
小
原
西
一
〇
二
七
│
六

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
四
年

旧
　

宮
川
の
り
子
後
援
会

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三

一
月
四
日
　

二
月
二
十
八
日

新
　

深
沢
袈
裟
雄

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
四
年

浅
川
力
三
後
援
会
「
勝
力
会
」

旧
　

神
　
部
　
　
　
昇

三
月
一
日
　

三
月
七
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

三

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
保
育
推
進
支

坂

本

幸

一

林

　

光

雄

甲
府
市
池
田
一
│
一
〇
│
三
〇
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

部

十
二
月
三
十
一
日
　

二
月
二
十
二
日

寛
の
会
　

石

川

　

誠

深

沢

和

人

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
一
三
二
二
│
一
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

十
二
月
三
十
一
日
　

二
月
二
十
二
日

小
俣
昭
男
後
援
会
　

加

藤

重

利

中

田

民

雄

大
月
市
富
浜
町
鳥
沢
八
三
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

十
二
月
三
十
日

二
月
二
十
九
日

強
信
会
　

渡

辺

　

強

渡

辺

寿

久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
四
二
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

十
二
月
三
十
一
日

三
月
七
日

小
林
よ
し
ひ
ろ
後
援
会（
啓
美
会
）

小

川

幸

夫

滝
口
ひ
ろ
み

都
留
市
田
原
三
│
一
〇
│
一
九
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

三
月
九
日
　

三
月
九
日

よ
っ
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
　

清
水
利
三
郎

深

澤

芳

次

甲
府
市
朝
気
一
│
二
│
三
五
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
十
二
日

義
友
会
　

生

原

繁

美

山

本

　

勇

甲
府
市
古
府
中
町
二
七
八
四
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

三
月
十
日

三
月
十
四
日

新
　

大
　
木
　
　
　
政

山

本

英

雄

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

自
由
民
主
党
山
梨
県
タ
ク
シ
ー
支

旧
　

部

小
　
澤
　
照
　
彦

大
　
木
　
　
　
政

六
月
十
四
日
　

三
月
七
日

新
　

矢
　
崎
　
茂
　
和

北
杜
市
須
玉
町
藤
田
五
〇
二

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
四
年

自
由
民
主
党
須
玉
支
部

旧
　

小
　
澤
　
　
　
寛

北
杜
市
須
玉
町
江
草
四
二
五
九
│
二

三
月
一
日
　

三
月
九
日

新
　

井

上

光

三

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
四
年

自
由
民
主
党
増
穂
支
部

旧
　

志
　
村
　
一
　
彦

十
二
月
二
十
五
日
　

三
月
十
四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

山
梨
県
議
会
議
員

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
四
年

飯
　
島
　
　
　
修

飯
　
島
　
　
　
修

旧
　

甲
府
市
議
会
議
員

四
月
十
日
　

二
月
十
四
日

新

衆
議
院
議
員

宮
川
典
子
後
援
会

山
梨
市
小
原
西
一
〇
二
七
│
六

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
四
年

宮
　
川
　
典
　
子

宮
　
川
　
典
　
子

旧
　

参
議
院
議
員

宮
川
の
り
子
後
援
会

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三

一
月
四
日
　

二
月
二
十
八
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
山
梨
県
電
気
工
事
政
治
連
盟
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
山
梨

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
中
、
山
梨
県
電
気
工
事
政
治
連
盟
の
う
ち
「
４，

７
３
３，

７
３
０
円
」

を
「
４，

７
３
２，

７
３
０
円
」
に
、「
３
８
３，

３
４
１
円
」
を
「
３
８
２，

３
４
１
円
」
に
、「
４，

５
２
１，

２
５
０
円
」
を
「
４，

５
２
０，

２
５
０
円
」
に
、「
３
８
２，

０
０
０
円
」
を
「
３
８
１，

０
０
０
円
」
に
、「
３
８
２
人
」
を
「
３
８
１
人
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

平
成
二
十
三
年
四
月
十
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の

報
告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

四

「
４
，
７
３
３
，
７
３
０
円
」

「
４
，
７
３
２
，
７
３
０
円
」

「
３
８
３
，
３
４
１
円
」

「
３
８
２
，
３
４
１
円
」

「
４
，

５
２
１
，
２
５
０
円
」

「
４
，
５
２
０
，
２
５
０
円
」

「
３
８
２
，
０
０
０
円
」

「
３
８
１
，

０
０
０
円
」

「
３
８
２
人
」
「
３
８
１
人
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
三
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

六


